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中
国
最
古
の
空
想
的
地
理
書
と
目
さ
れ
る
『
山
海
経
』
は
、
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
戦
国
末
期
ま
で
に
は
主
要
な
部
分
が
成
立
し
、
一
部
秦
漢
に
増
補

さ
れ
た
記
事
も
あ
る
と
す
る
説
が
目
下
の
主
流
で
あ
る
が
、
こ
の
書
名
に
最
初
に
言
及
す
る
の
は
漢
の
司
馬
遷
『
史
記
』
大
宛
列
伝
で
あ
る
。

　

太
史
公
曰
、『
禹
本
紀
』
言
「
河
出
崑
崙
。
崑
崙
其
高
二
千
五
百
餘
里
、
日
月
所
相
避
隱
爲
光
明
也
。
其
上
有
醴
泉
・
瑤
池
」。
今
自
張
騫
使
大
夏
之
後

也
、
窮
河
源
、
惡
睹
本
紀
所
謂
崑
崙
者
乎
。
故
言
九
州
山
川
、
尚
書
近
之
矣
。
至
『
禹
本
紀
』・『
山
海
經
』
所
有
怪
物
、
余
不
敢
言
之
也
。（
太
史
公
曰
く
、

『
禹
本
紀
』
に
言
え
ら
く
「
河
は
崑
崙
に
出
ず
。
崑
崙
は
其
の
高
さ
二
千
五
百
余
里
、
日
月
の
相
い
避
け
隠
れ
て
光
明
を
為
す
所
な
り
。
其
の
上
に
醴
泉
・

瑶
池
有
り
」
と
。
今 

張
騫
の
大
夏
に
使
し
て
自
り
の
後
、
河
源
を
窮
む
る
に
、
悪い
ず
くに
か
本
紀
に
所
謂
る
崑
崙
を
睹
る
者
あ
ら
ん
。
故
に
九
州
の
山
川
を

言
え
る
は
、
尚
書 

之
に
近
か
ら
ん
。『
禹
本
紀
』・『
山
海
経
』
に
有
る
所
の
怪
物
に
至
っ
て
は
、
余 

敢
え
て
之
を
言
わ
ざ
る
な
り
。）

張
騫
が
西
域
の
大
宛
国
・
月
氏
国
へ
使
し
て
以
後
、
西
域
へ
盛
ん
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
漢
の
使
者
が
黄
河
の
源
流
を
窮
め
た
こ
と
も
大
宛
列
伝
に
記

さ
れ
る
が 

1
、
彼
ら
の
中
に
崑
崙
や
醴
泉
・
瑤
池
な
ど
を
見
た
者
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、『
山
海
経
』
や
『
禹
本
紀
』
に
出
て
い
る
怪
物
に
つ
い
て
は
あ
え

て
言
わ
な
い
と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
『
山
海
経
』
を
校
定
し
て
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
し
た
の
は
、前
漢
末
に
父
の
劉
向
と
共
に
宮
中
秘
書
を
校
定
し
た
劉
歆
で
あ
る
。
劉
歆
は
「
上

山
海
経
表
（
山
海
経
を
上
た
て
ま
つる
表
）」
で
禹
と
そ
の
臣
下
の
益
を
持
ち
出
し
て
『
山
海
経
』
を
称
揚
し
て
い
る
。
そ
の
大
意
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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…
…
『
山
海
経
』
は
堯
舜
の
時
代
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
昔
洪
水
が
横
溢
し
て
中
国
に
広
が
り
、
人
々
は
生
活
の
拠
り
所
を
失
っ
て
丘
陵
や
樹
上
に
住

む
有
り
様
だ
っ
た
。
鯀
の
治
水
は
成
功
せ
ず
、
堯
は
禹
に
後
を
継
が
せ
、
山
々
を
歩
い
て
は
木
を
切
り
倒
し
、
高
山
や
大
河
の
位
置
を
決
め
た
。
益
は
伯

翳
と
鳥
獣
を
追
い
払
い
、
山
川
に
名
づ
け
草
木
を
分
類
し
、
水
陸
を
分
け
た
。
四
岳
が
輔
佐
し
て
四
方
を
巡
り
、
人
跡
舟
車
の
稀
な
所
ま
で
至
っ
た
。
内

に
は
五
方
の
山
、
外
に
は
八
方
の
海
を
区
分
し
、
珍
し
い
宝
や
外
国
に
産
す
る
も
の
、
水
陸
・
草
木
・
鳥
獣
・
虫
か
ら
麒
麟
・
鳳
凰
の
現
れ
た
場
所
、
吉

兆
の
隠
れ
る
所
、
そ
し
て
四
海
の
外
の
遠
い
外
国
や
異
形
の
人
々
ま
で
記
録
し
た
。
禹
は
九
州
を
分
か
ち
、
土
地
に
応
じ
て
朝
廷
へ
の
貢
物
を
定
め
、
益

等
が
物
の
善
悪
を
分
類
し
て
『
山
海
経
』
を
著
し
た
。
み
な
聖
賢
の
遺
事
、
古
文
の
著
明
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

武
帝
の
御
代
に
、
変
わ
っ
た
鳥
を
献
上
す
る
者
が
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
与
え
て
み
た
が
食
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
東
方
朔
が
そ
の
鳥
の
名
を

言
い
、
食
べ
る
も
の
も
言
い
当
て
た
。
ど
う
し
て
分
か
っ
た
の
か
と
問
う
と
、『
山
海
経
』
に
出
て
い
る
と
答
え
た
。
宣
帝
の
御
代
に
、
上
郡
で
石
を
切

り
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
陥
没
し
て
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
て
枷
を
は
め
ら
れ
た
人
が
見
つ
か
っ
た
。
す
る
と
諫
議
大
夫
だ
っ
た
私
の
父
劉
向
が
、
こ

れ
は
弐
負
の
臣
で
す
と
言
っ
た
。
ど
う
し
て
分
か
っ
た
の
か
と
尋
ね
ら
れ
て
、『
山
海
経
』
に
あ
る
と
答
え
た
。
そ
の
文
に
は
「
弐
負 

窫
窳
を
殺
し
、
帝 

乃
ち
之
を
疏
属
の
山
に
梏と
ら

え
、
其
の
右
足
を
桎
あ
し
か
せし
、
両
手
を
反
縛
す
」
と
あ
っ
た
の
で
、
天
子
は
大
変
驚
か
れ
た
。
以
来
朝
士
た
ち
も
大
儒
た
ち
も
『
山

海
経
』
を
す
ば
ら
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
吉
兆
や
変
化
に
関
す
る
も
の
を
考
証
し
、
遠
国
異
人
の
風
俗
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
。『
易
』（
繋
辞
伝
）
に
も
「
天
下
の
至
賾
を
言
い
て
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
云
う
通
り
で
あ
る
。
博
物
の
君
子
も
、
こ
れ
で
惑
う
こ
と
は
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
。
…
… 

2

『
山
海
経
』
は
禹
と
益
ら
が
作
っ
た
も
の
と
し
た
上
で
、『
尚
書
』
禹
貢
に
加
え
て
東
方
朔
や
劉
向
が
『
山
海
経
』
に
よ
っ
て
怪
物
の
名
を
当
て
た
故
事
を
引
き

な
が
ら
、「
禎
祥
変
怪
の
物
を
考
し
、
遠
国
異
人
の
謡
俗
を
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
効
用
を
説
く
。
司
馬
遷
が
「『
尚
書
』
の
方
が
実
際
に
近
い
」
と
『
山
海
経
』

を
否
定
し
た
の
を
逆
手
に
取
り
、『
禹
貢
』
を
用
い
て
『
山
海
経
』
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
は
『
山
海
経
』
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定

す
る
に
せ
よ
、
禹
が
こ
の
書
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

　

下
っ
て
後
漢
か
ら
魏
晋
期
に
な
る
と
、『
神
異
経
』
や
『
海
内
十
洲
記
』
の
よ
う
な
、『
山
海
経
』
の
体
裁
に
倣
っ
た
書
物
が
い
く
つ
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
ら
は
前
漢
の
東
方
朔
の
撰
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
後
漢
か
ら
魏
晋
の
間
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る 

3
。
こ
れ
ら
の
書
は
第
四
章
に
て
後
述
す
る
よ
う
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に
、
い
ず
れ
も
禹
が
治
水
を
成
功
さ
せ
地
理
を
知
悉
す
る
聖
人
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
『
山
海
経
』
と
共
通
す
る
。
禹
が
地
上
に
存
在
す
る
様
々
な
神
怪
に

精
通
し
て
い
た
こ
と
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
三
年
の
記
事

　

楚
子
問
鼎
之
大
小
輕
重
焉
。
對
曰
、「
在
德
不
在
鼎
。
昔
夏
之
方
有
德
也
、
遠
方
圖
物
、
貢
金
九
牧
、
鑄
鼎
象
物
、
百
物
而
爲
之
備
、
使
民
知
神
姦
、

故
民
入
川
澤
山
林
、不
逢
不
若
、螭
魅
罔
兩
、莫
能
逢
之
。
…
…
」（
楚
子 

鼎
の
大
小
軽
重
を
問
う
。（
王
孫
満
）
対
え
て
曰
く
、「
徳
に
在
り
鼎
に
在
ら
ず
。

昔　

夏
（
禹
）
の
方ま
さ

に
徳
有
る
や
、
遠
方
に
物
を
図え
が

き
、
金
を
九
牧
よ
り
貢
し
、
鼎
を
鋳
て
物
を
象
り
、
百
物
に
し
て
之
が
備
え
と
為
し
、
民
を
し
て
神

姦
を
知
ら
し
め
、
山
林
に
入
り
て
は
、
若し
た
がわ
ざ
る
に
逢
わ
ず
、
螭
魅
罔
両
（
魑
魅
魍
魎
）
も
、
能
く
之
に
逢
う
莫
し
」
と
。）

に
見
え
る
、
所
謂
「
禹
の
九
鼎
」
の
故
事
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
春
秋
期
か
ら
既
に
定
着
し
て
い
た
伝
承
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
六
朝
期
に
な
る
と
、
禹
で
は
な
く
黄
帝
が
「
沢
」
或
い
は
「
白
沢
」
な
る
瑞
獣
か
ら
神
怪
に
つ
い
て
の
知
識
を
教
わ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
形
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
『
宋
書
』
符
瑞
志
下
に
は
「
澤
獸
、
黄
帝
時
巡
狩
至
於
東
濱
、
澤
獸
出
、
能
言
、
達
知
萬
物
之
精
、
以
戒
於
民
、
爲
時
除
害
。

賢
君
明
德
幽
遠
則
來
。（
沢
獣
、
黄
帝
の
時 
巡
狩
し
て
東
浜
に
至
る
に
、
沢
獣
出
で
、
能
く
言も
の
いい
、
万
物
の
精
を
達
知
し
、
以
て
民
を
戒
め
、
時
に
害
を
除
く

を
為
す
。
賢
君
の
明
徳
幽
遠
な
れ
ば
則
ち
来
た
る
。）」
と
云
い
、
沢
獣
は
人
語
を
操
り
、
万
物
の
精
を
熟
知
し
て
人
々
に
知
ら
し
め
害
を
除
く
と
い
う
、
禹
と

同
様
の
役
割
を
持
ち
、
さ
ら
に
賢
君
の
徳
が
高
い
と
や
っ
て
来
る
と
い
う
瑞
獣
の
性
格
も
持
つ 

4
。

　

こ
れ
が
晋
・
葛
洪
『
抱
朴
子
』
に
な
る
と
、
登
渉
篇
に
「
道
士
常
帶
天
水
符
及
上
皇
竹
使
符
・
老
子
左
契
及
守
真
一
思
三
部
將
軍
者
、
鬼
不
敢
近
人
也
。
其

次
則
論
百
鬼
録
、
知
天
下
鬼
之
名
字
、
及
白
澤
圖
・
九
鼎
記
、
則
衆
鬼
自
卻
。
…
…
（
道
士 

常
に
天
水
符
及
び
上
皇
竹
使
符
・
老
子
左
契
及
び
守
真
一
思
三

部
将
軍
を
帯
ぶ
る
者
は
、
鬼
も
敢
え
て
人
に
近
づ
か
ざ
る
な
り
。
其
の
次
は
則
ち
百
鬼
録
を
論
じ
、
天
下
の
鬼
の
名
字
、
及
び
白
沢
図
・
九
鼎
記
を
知
れ
ば
、

則
ち
衆
鬼
も
自
ず
か
ら
卻
く
。
…
…
）」と
云
い
、白
沢
図
と
い
う
書
名
が
禹
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
九
鼎
記
と
と
も
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
極
言
篇
に「
昔

黄
帝
生
而
能
言
、
役
使
百
靈
、
可
謂
天
授
自
然
之
體
者
也
、
猶
復
不
能
端
坐
而
得
道
。
…
…
審
攻
戰
則
納
五
音
之
策
、
窮
神
奸
則
記
白
澤
之
辭
、
相
地
理
則
書

青
烏
之
説
、
救
傷
殘
則
綴
金
冶
之
術
。（
昔 

黄
帝 

生
れ
な
が
ら
に
し
て
能
く
言
い
、
百
霊
を
役
使
す
、
天
授
自
然
の
体
な
る
者
と
謂
う
べ
き
な
り
、
猶
お
復
た

端
坐
し
て
道
を
得
る
能
わ
ず
。
…
…
攻
戦
を
審
ら
か
に
し
て
は
則
ち
五
音
の
策
を
納
れ
、
神
奸
を
窮
め
て
は
則
ち
白
沢
の
辞
を
記
し
、
地
理
を
相
て
は
則
ち
青

烏
の
説
を
書
し
、
傷
残
を
救
い
て
は
則
ち
金
冶
の
術
を
綴
る
。）」
と
も
云
い
、
黄
帝
が
白
沢
か
ら
神
怪
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
「
辞
」
を
記
録
し
た
と
い
う
。
因
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み
に
白
沢
図
と
黄
帝
が
明
確
に
結
び
つ
く
の
は
、
唐
代
の
成
立
と
思
わ
れ
る
『
軒
轅
本
紀
』 5
（『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
百
所
引
）
で
、
黄
帝
が
神
怪
を
知
る
た
め

に
白
沢
の
言
葉
を
図
に
よ
っ
て
写
し
た
と
い
う
話
が
見
え
る 

6
。

　

六
朝
期
に
は『
白
沢
図
』と
い
う
書
物
が
実
在
し
て
お
り
、『
隋
書
』経
籍
志
三
・
子
部
・
五
行
に「
白
沢
図
一
巻
」と
あ
る
が
、撰
者
は
記
さ
れ
な
い
。
新
旧『
唐
書
』

及
び
『
宋
史
』
の
経
籍
志
・
藝
文
志
に
は
録
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
書
目
に
は
記
載
が
な
く
、
北
宋
期
に
は
散
佚
し
た
と
み
ら
れ
る
。『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』

五
行
類
に
佚
文
四
十
一
条
、『
経
籍
佚
文
』
五
行
類
に
一
条
を
録
す
る
ほ
か
、
わ
が
国
に
残
存
す
る
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
も
多
く
の
佚
文
を
引
い
て
お
り
、
佐
々

木
聡
氏
が
こ
れ
ら
を
『
白
沢
図
輯
校
―
附
解
題
―
』（『
東
北
大
学
中
国
文
学
論
集
』
第
十
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、『
白

沢
図
』
の
文
の
殆
ど
は
『
山
海
経
』
と
似
た
文
体
で
各
種
精
怪
の
性
質
や
そ
れ
を
避
け
る
方
法
を
記
す
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、

　

築
室
三
年
不
居
、
其
中
有
小
兒
。
長
三
尺
而
無
髮
。
見
人
則
掩
鼻
。
見
之
有
福
。（
室
を
築
い
て
三
年
居
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
中
に
小
児
有
り
。
長た
け

三
尺

に
し
て
髪
無
し
。
人
を
見
れ
ば
則
ち
鼻
を
掩
う
。
之
を
見
れ
ば
福
有
り
。）（
法
苑
珠
林
45
・
太
平
御
覽
886
）

『
山
海
経
』
北
山
経
に
も
「
有
獸
焉
、
其
状
如
犬
而
人
面
、
善
投
、
見
人
則
笑
、
其
名
山

、
其
行
如
風
、
見
則
天
下
大
風
。」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、「
人
を

見
れ
ば
即
ち
鼻
を
掩
う
」
と
「
人
を
見
れ
ば
即
ち
笑
う
」
は
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
、「
之
を
見
れ
ば
福
有
り
」
も
「
見
る
れ
ば
則
ち
天
下
大
い
に
風
あ
り
」
と
同

じ
く
、
出
現
が
吉
兆
や
凶
兆
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
白
沢
図
』
は
『
山
海
経
』
と
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
は
似
る
が
、『
山
海
経
』
が
動
植
物
や
鉱
物
の
性

質
・
薬
効
、
異
形
の
民
の
風
俗
、
古
帝
王
の
系
譜
な
ど
雑
多
な
内
容
を
含
む
の
に
比
べ
る
と
、『
白
沢
図
』
は
辟
邪
に
特
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　

禹
が
益
の
助
力
で
作
っ
た
と
い
う
『
山
海
経
』
と
、
黄
帝
が
白
沢
の
助
力
で
作
っ
た
と
い
う
『
白
沢
図
』。
似
通
っ
た
伝
承
を
持
つ
こ
の
二
つ
の
書
が
世
に

出
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
ま
ず
先
秦
漢
魏
に
お
け
る
黄
帝
と
禹
の
位
置
付
け
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
、『
山
海
経
』
の
禹
と
黄
帝

　

ま
ず
初
め
に
『
山
海
経
』
自
体
に
描
か
れ
る
禹
と
黄
帝
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
劉
歆
は
こ
の
書
を
禹
が
臣
下
と
と
も
に
天
下
じ
ゅ
う
を
経
巡
っ
て
大

地
の
秩
序
を
整
え
、
様
々
な
異
物
を
記
録
し
た
結
果
の
産
物
と
し
て
い
る
が
、『
山
海
経
』
自
体
に
も
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
伝
承
が
記
さ
れ
る
。

　

帝
命
豎
亥
、歩
自
東
極
、至
于
西
極
、五
億
十
選
九
千
八
百
歩
。
豎
亥
右
手
把
算
、左
手
指
青
丘
北
。
一
曰
禹
令
豎
亥
。
一
曰
五
億
十
萬
九
千
八
百
歩
。（
帝 
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『
山
海
経
』
か
ら
『
白
沢
図
』
へ

五

豎
亥
に
命
じ
、
歩
ま
し
む
る
こ
と
東
極
自
り
し
、
西
極
に
至
る
こ
と
、
五
億
十
選
（
郭
璞
曰
「
選
、
萬
也
」）
九
千
八
百
歩
。
豎
亥 

右
手
も
て
算
を
把
り
、

左
手
も
て
青
丘
の
北
を
指
す
。
一
に
曰
く
禹 

豎
亥
に
令
す
と
。
一
に
曰
く
五
億
十
万
九
千
八
百
歩
と
。）（
海
外
東
経
）

「
帝
」
が
豎
亥
に
命
じ
て
大
地
を
歩
測
さ
せ
た
話
が
、
一
本
で
は
禹
が
命
じ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
淮
南
子
』
墬
形
訓
に
も
「
禹
乃
使
太
章
歩
自
東

極
、
至
于
西
極
、
二
億
三
萬
三
千
五
百
里
七
十
五
歩
、
使
豎
亥
歩
自
北
極
、
至
于
南
極
、
二
億
三
萬
三
千
五
百
里
七
十
五
歩
。（
禹 

乃
ち
太
章
を
し
て
歩
ま

し
む
る
こ
と
東
極
自
り
し
、
西
極
に
至
る
こ
と
、
二
億
三
万
三
千
五
百
里
七
十
五
歩
、
豎
亥
を
し
て
歩
ま
し
む
る
こ
と
北
極
自
り
し
、
南
極
に
至
る
こ
と
、

二
億
三
万
三
千
五
百
里
七
十
五
歩
。）」
と
云
う
こ
と
か
ら
、
禹
が
豎
亥
に
歩
測
を
命
じ
た
伝
承
が
、
帝
が
命
じ
た
伝
承
と
併
存
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
五
蔵
山
経
の
末
尾
に
は
、
禹
が
天
下
の
名
山
を
順
序
づ
け
た
こ
と
を
記
す
記
事
が
付
さ
れ
る
。

　

禹
曰
、
天
下
名
山
、
經
五
千
三
百
七
十
山
、
六
萬
四
千
五
十
六
里
、
居
地
也
。
言
其
五
臧
、
蓋
其
餘
小
山
甚
衆
、
不
足
記
云
。
天
地
之
東
西
二
萬
八
千
里
、

南
北
二
萬
六
千
里
、
出
水
之
山
者
八
千
里
、
受
水
者
八
千
里
、
出
銅
之
山
四
百
六
十
七
、
出
鐵
之
山
三
千
六
百
九
十
。
此
天
地
之
所
分
壤
樹
穀
也
、
戈
矛

之
所
發
也
、
刀
鎩
之
所
起
也
。
能
者
有
餘
、
拙
者
不
足
。
封
于
太
山
、
禪
于
梁
父
、
七
十
二
家
、
得
失
之
數
、
皆
在
此
内
、
是
謂
國
用
。（
禹
曰
く
、「
天

下
の
名
山
、
経
す
る
こ
と
五
千
三
百
七
十
山
、
六
万
四
千
五
十
六
里
、
地
に
居
る
な
り
」
と
。
其
の
五
つ
の
臧よ
ろ

し
き
を
言
う
、
蓋
し
其
の
余
の
小
山
は
甚

だ
衆
く
、
記
す
に
足
ら
ず
と
云
う
。
天
地
の
東
西
は
二
万
八
千
里
、
南
北
は
二
万
六
千
里
、
水
を
出
す
の
山
な
る
者
は
八
千
里
、
水
を
受
く
る
者
は
八
千

里
、
銅
を
出
す
の
山
は
四
百
六
十
七
、
鉄
を
出
す
の
山
は
三
千
六
百
九
十
。
此
れ
天
地
の
壌
を
分
ち
穀
を
樹
う
る
所
な
り
、
戈
矛
の
発
す
る
所
な
り
、
刀

鎩
の
起
こ
る
所
な
り
。
能
者
は
余
り
有
り
、
拙
者
は
足
ら
ざ
る
有
り
。
太
山
に
封
じ
、
梁
父
に
禅
す
る
こ
と
、
七
十
二
家
、
得
失
の
数
、
皆
な
此
の
内
に

在
り
、
是
れ
を
国
用
と
謂
う
。）

こ
の
一
文
は
五
蔵
山
経
の
内
容
が
禹
の
知
識
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
管
子
』
地
数
篇
は
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
じ
文
を
管
仲
の
言
葉
と
し
て
引
き
、
さ
ら
に
黄
帝
の
臣
伯
高
が
黄
帝
に
鉱
物
の
あ
り
か
の
見
分
け
方
の
知
識
を
説
く
話
を
引
い
て
い
る
。

　

桓
公
曰「
何
謂
得
失
之
數
皆
在
此
。」管
子
對
曰「
…
…
黄
帝
問
於
伯
高
曰『
吾
欲
陶
天
下
而
以
爲
一
家
、爲
之
有
道
乎
』。
伯
高
對
曰『
請
刈
其
莞
而
樹
之
、

吾
謹
逃
其
蚤
牙
。
則
天
下
可
陶
而
爲
一
家
。』
黄
帝
曰
『
若
此
言
可
得
聞
乎
』。
伯
高
對
曰
『
上
有
丹
沙
者
、
下
有
黄
金
。
上
有
慈
石
者
、
下
有
銅
金
。
上

有
陵
石
者
、
下
有
鉛
錫
赤
銅
。
上
有
赭
者
、
下
有
鐵
。』
此
山
之
見
榮
者
也
。
…
…
」（
桓
公
曰
く
「
何
を
か
得
失
の
数
皆
な
此
に
在
り
と
謂
う
」
と
。
管
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

六

子 

対
え
て
曰
く「
…
…
黄
帝 

伯
高
に
問
い
て
曰
く
、「
吾 

天
下
を
陶
し
て
以
て
一
家
と
為
さ
ん
と
欲
す
、之
を
為
す
に
道
有
る
か
」と
。
伯
高  

対
え
て
曰
く
、

「
請
う 

其
の
莞
を
刈
り
て
之
に
吾
（
五
穀
）
を
樹
え
、
謹
み
て
其
の
蚤
牙
を
逃
る
れ
ば
、
則
ち
天
下 

陶
し
て
一
家
と
為
す
べ
し
」
と
。
黄
帝
曰
く
、「
若
な
ん
じ

の
此
の
言
は
聞
く
を
得
べ
き
か
」
と
。
伯
高 

対
え
て
曰
く
、「
上
に
丹
沙
有
る
者
は
、
下
に
黄
金
有
り
。
上
に
慈
（
磁
）
石
有
る
者
は
、
下
に
銅
金
有
り
。

上
に
陵
石
有
る
者
は
、
下
に
鉛
・
錫
・
赤
銅
有
り
。
上
に
赭
有
る
者
は
、
下
に
鉄
有
り
。
此
れ
山
の
栄
を
見あ
ら
わす
者
な
り
。
…
…
」）

こ
の
後
伯
高
は
、
資
源
の
豊
か
な
山
が
見
つ
か
っ
た
ら
そ
れ
を
封
じ
て
祭
祀
を
行
う
こ
と
も
勧
め
、
さ
ら
に
黄
帝
が
そ
の
教
え
を
守
っ
た
こ
と
で
金
属
が
手
に

入
り
、
そ
れ
で
兵
器
を
作
っ
た
お
か
げ
で
多
く
の
諸
侯
を
従
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
云
う
。
し
か
も
「
上
に
○
○
有
り
、
下
に
○
○
有
り
」
と
い
う
伯
高
の
言

葉
は
、『
山
海
経
』
五
蔵
山
経
に
頻
出
す
る
「
其
上
○
○
、
其
下
○
○
、
其
陽
○
○
、
其
陰
○
○
」
と
い
う
形
式
の
記
述
を
思
わ
せ
る
。
た
と
え
ば

　

又
西
五
十
里
、
曰
虎
尾
之
山
、
其
木
多
椒
椐
、
多
封
石
、
其
陽
多
赤
金
、
其
陰
多
鐵
。（
又
た
西
五
十
里
を
、
虎
尾
の
山
と
曰
い
、
其
の
木
は
椒
椐
多
く
、

封
石
多
し
、
其
の
陽
に
赤
金
多
く
、
其
の
陰
に
鉄
多
し
。）（
中
次
十
経
）

の
如
く
で
あ
る 

7
。
五
蔵
山
経
で
は
禹
の
知
識
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
情
報
が
、『
管
子
』
で
は
黄
帝
の
臣
が
も
た
ら
し
た
情
報
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
交
換
可
能
な
禹
と
黄
帝
は
、『
山
海
経
』
の
他
の
部
分
に
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
禹
が
共
工
の
臣
相
柳
を
殺
す
と
い
う
話
が
『
山
海
経
』

海
外
経
と
大
荒
経
の
部
分
に
見
え
る
。
そ
の
大
意
は

　

共
工
の
臣
の
相
柳
氏
は
九
つ
の
頭
で
九
つ
の
山
を
食
い
荒
ら
し
た
。
相
柳
の
通
っ
た
と
こ
ろ
は
抉
ら
れ
て
澤
や
渓
谷
に
な
っ
た
。
禹
が
相
柳
を
殺
し

た
が
、
そ
の
血
が
腥
く
て
五
穀
を
植
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
禹
は
そ
の
土
を
掘
っ
た
が
、
三
仞
の
深
さ
に
掘
っ
て
も
三
度
崩
れ
た
の
で
、
そ
の
土
を
積

ん
で
衆
帝
の
台
を
作
っ
た
。
昆
侖
の
北
、
柔
利
の
東
に
あ
る
。
相
柳
は
九
つ
の
頭
で
人
面
、
蛇
の
体
で
青
い
。
こ
こ
か
ら
北
に
向
か
っ
て
射
な
い
の
は
、

共
工
の
臺
を
畏
れ
る
た
め
で
あ
る
。
臺
は
そ
の
東
に
あ
っ
て
四
角
形
で
、
隅
に
一
匹
の
蛇
が
い
て
、
虎
の
よ
う
な
色
、
頭
は
南
を
向
い
て
い
る
。（
海

外
北
経
） 8

禹
は
害
を
な
す
も
の
を
殺
害
し
て
こ
の
世
の
秩
序
を
整
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
血
の
せ
い
で
耕
作
で
き
な
く
な
る
と
い
う
副
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
な

お
大
荒
北
経
に
も
「
相
繇
」
の
名
で
同
趣
旨
の
話
が
見
え
る
。

　

一
方
黄
帝
に
も
応
龍
に
蚩
尤
を
伐
た
せ
る
話
が
あ
っ
て
、
類
似
の
プ
ロ
ッ
ト
を
持
つ
。
そ
の
大
意
は
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へ

七

　

大
荒
の
東
北
の
隅
に
、
凶
犂
土
丘
と
い
う
山
が
あ
る
。
應
龍
が
南
の
果
て
に
い
て
、
蚩
尤
と
夸
父
を
殺
し
た
後
、
天
に
上
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め

下
界
は
し
ば
し
ば
旱
魃
が
起
こ
る
が
、
そ
の
時
應
龍
の
形
を
作
れ
ば
大
雨
が
降
る
。（
大
荒
東
経
） 9

　

係
昆
の
山
に
共
工
の
臺
が
あ
り
、
射
る
者
は
北
に
向
け
て
射
な
い
。
青
衣
を
着
た
人
が
い
て
、
黄
帝
の
女
魃
と
い
う
。
蚩
尤
が
兵
を
興
し
て
黄
帝
を
伐

と
う
と
し
、
黄
帝
は
應
龍
に
冀
州
の
野
で
蚩
尤
を
攻
め
さ
せ
た
。
應
龍
は
水
を
畜
え
た
が
、
蚩
尤
は
風
伯
や
雨
師
に
暴
風
雨
を
起
こ
し
て
も
ら
っ
た
。
黄

帝
は
そ
こ
で
天
女
の
魃
と
い
う
の
を
地
上
に
下
す
と
、
雨
は
止
ん
だ
の
で
蚩
尤
を
殺
し
た
。
と
こ
ろ
が
魃
は
天
に
上
れ
な
く
な
り
、
そ
の
居
る
と
こ
ろ
は

雨
が
降
ら
な
く
な
っ
た
。
叔
均
が
そ
れ
を
帝
に
報
告
し
た
の
で
、
後
に
赤
水
の
北
に
魃
を
移
し
た
。
叔
均
は
田
祖
と
な
っ
た
。
魃
は
時
折
よ
そ
へ
逃
亡
す

る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
追
い
払
お
う
と
す
る
者
は
「
神
よ
北
に
行
け
」
と
号
令
す
る
。（
大
荒
北
経
）10

こ
れ
も
黄
帝
が
害
を
除
く
と
副
次
的
に
新
た
な
害
が
生
じ
、
そ
れ
も
除
い
た
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
筋
立
て
は
禹
と
相
柳
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
山
海
経
』
の
中
で
も
西
次
三
経
に
見
え
る
崑
崙
山
系
の
山
々
は
、
黄
帝
信
仰
の
色
合
い
が
濃
く
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

　

又
西
北
四
百
二
十
里
、
曰
峚
山
、
其
上
多
丹
木
、
員
葉
而
赤
莖
、
黄
華
而
赤
實
、
其
味
如
飴
、
食
之
不
飢
。
丹
水
出
焉
、
西
流
注
于
稷
澤
、
其
中
多
白

玉
、
是
有
玉
膏
、
其
原
沸
沸
湯
湯
、
黄
帝
是
食
是
饗
。
是
生
玄
玉
。
玉
膏
所
出
、
以
灌
丹
木
。
丹
木
五
歳
、
五
色
乃
清
、
五
味
乃
馨
。
黄
帝
乃
取
峚
山
之

玉
榮
、
而
投
之
鍾
山
之
陽
。
瑾
瑜
之
玉
爲
良
、
堅
粟
精
密
、
濁
澤
有
而
光
。
五
色
發
作
、
以
和
柔
剛
。
天
地
鬼
神
、
是
食
是
饗
、
君
子
服
之
、
以
禦
不
祥
。

…
…
。（
又
た
西
北
四
百
二
十
里
を
、
峚
山
と
曰
い
、
其
の
上
は
丹
木
多
く
、
員ま
る

き
葉
に
し
て
赤
き
茎
、
黄
な
る
華
に
し
て
赤
き
実
、
其
の
味
は
飴
の
如

く
、
之
を
食
ら
え
ば
飢
え
ず
。
丹
水 

焉
よ
り
出
で
、
西
流
し
て
稷
沢
に
注
ぎ
、
其
の
中
に
白
玉
多
く
、
是
に
玉
膏
有
り
、
其
の
原
は
沸
沸
湯し
ょ
う

湯し
ょ
うと
し
て
、

黄
帝 

是
れ
食
し
是
れ
饗
す
。
是
に
玄
玉
を
生
ず
。
玉
膏
の
出
ず
る
所
、
以
て
丹
木
を
灌
う
。
丹
木
は
五
歳
に
し
て
、
五
色 

乃
ち
清
く
、
五
味 

乃
ち
馨
る
。

黄
帝 

乃
ち
峚
山
の
玉
栄
を
取
り
て
、
之
を
鍾
山
の
陽
に
投
ず
。
瑾
瑜
の
玉
を
良
と
為
し
、
堅
粟
に
し
て
精
密
、
濁
沢
に
し
て
光
有
り
。
五
色 

発
し
作
り
、

以
て
柔
剛
を
和
す
。
天
地
の
鬼
神
、
是
れ
食
し
是
れ
饗
す
、
君
子 

之
を
服
せ
ば
、
以
て
不
祥
を
禦
ぐ
。
…
…
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
二
に
も
「
吉
日
辛
酉
、
天
子
升
于
昆
侖
之
丘
、
以
觀
黄
帝
之
宮
（
吉
日
辛
酉
、
天
子 

昆
侖
の
丘
に
升
り
、
以
て
黄
帝
の
宮
を
観
る
）」
と
云
い
、

黄
帝
と
崑
崙
の
関
係
の
深
さ
が
窺
え
る
。
な
お
西
次
三
経
の
こ
の
後
に
は
「
軒
轅
之
丘
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
西
次
三
経
の
崑
崙
に
関
連
す
る
描
写
に
は
、
五
蔵
山
経
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
有
韻
の
四
字
句
を
基
調
と
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
見
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逃
せ
な
い
。
峚
山
の
条
の
他
に
も
、
槐
江
之
山
の
条
に
は
「
南
望
昆
侖
、
其
光
熊
熊
、
其
氣
魂
魂
。（
南
に
昆
侖
を
望
み
、
其
の
光
は
熊
熊
、
其
の
気
は
魂
魂
。）」

と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
沸
沸
湯
湯
」「
熊
熊
」「
魂
魂
」
と
い
っ
た
畳
字
の
形
容
詞
は
『
山
海
経
』
で
は
他
に
見
ら
れ
ず
、し
か
も
「
沸
沸
湯
湯
」
は
『
淮
南
子
』

時
則
訓
や
馬
王
堆
帛
書
老
子
乙
本
巻
前
古
佚
書
『
黄
帝
四
経
』
兵
容
に
も
「
茀
茀
陽
陽
」
と
い
う
語
が
見
え
、
有
韻
の
四
字
句
の
多
さ
と
相
俟
っ
て
道
家
・
黄

老
系
文
献
と
の
関
係
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
11
。

　

こ
の
よ
う
に
西
次
三
経
は
黄
帝
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
記
述
が
多
く
、
他
の
部
分
と
比
べ
て
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
12
。

し
か
し
西
次
三
経
に
見
え
る
山
に
も
、
黄
帝
と
禹
が
と
も
に
関
連
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
積
石
之
山
」
の
条
に
は
「
其
下
有
石
門
、
河
水
冒
以
西
流
。
是

山
也
、
萬
物
無
不
有
焉
。（
其
の
下
に
石
門
有
り
、
河
水 

冒
し
て
以
て
西
流
す
。
是
の
山
や
、
万
物 

有
ら
ざ
る
無
し
。）」
と
云
い
、
そ
の
直
前
に
は
「
軒
轅
之

丘
」
が
あ
っ
て
郭
璞
注
に
「
黄
帝
居
此
丘
」
と
云
い
、
黄
帝
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
海
内
西
経
に
は
「
河
水
出
東
北
隅
、
以
行
其
北
、
西
南
又
入

渤
海
、
又
出
海
外
、
即
西
而
北
、
入
禹
所
導
積
石
山
。（
河
水
は
（
昆
侖
の
）
東
北
隅
よ
り
出
で
、
以
て
其
の
北
に
行
き
、
西
南
し
て
又
た
渤
海
に
入
り
、
又

た
海
外
に
出
で
、
即
ち
西
し
て
北
し
、
禹
の
導
く
所
の
積
石
山
に
入
る
。）」
と
云
い
、
大
荒
北
経
に
も
ま
た
「
大
荒
之
中
、
有
山
名
曰
先
檻
大
逢
之
山
、
河
濟

所
入
、
海
北
注
焉
。
其
西
有
山
、
名
曰
禹
所
積
石
。（
大
荒
の
中
、
山
有
り
名
を
先
檻
大
逢
の
山
と
曰
い
、
河
・
済
の
入
る
所
、
海
北
に
注
ぐ
。
其
の
西
に
山

有
り
、
名
を
禹
の
石
を
積
む
所
と
曰
う
。）」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
禹
を
わ
ざ
わ
ざ
冠
し
た
名
に
な
っ
て
い
る
。
西
次
三
経
は
昆
侖
山
に
連
な
る
山
系
で
あ
っ

て
、
海
内
西
経
の
河
水
の
条
も
「
海
内
昆
侖
之
丘
」
の
記
事
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
黄
帝
と
禹
は
交
換
可

能
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、『
山
海
経
』
で
は
黄
帝
と
禹
は
と
も
に
百
害
を
除
い
て
天
地
を
秩
序
づ
け
る
存
在
と
し
て
併
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
山

海
経
』
の
成
立
に
黄
帝
を
信
仰
す
る
集
団
と
禹
を
信
仰
す
る
集
団
と
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
山
海
経
』
は
五
蔵
山
経
・

海
外
四
経
・
海
内
四
経
・
大
荒
海
内
経
の
各
部
分
で
そ
の
内
容
や
文
体
に
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
一
時
一
手
の
作
で
は
な
い
と
す
る
点
で
諸
家
概
ね
見
解
が
一

致
す
る
。『
山
海
経
』
成
書
の
過
程
や
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
13
、
本
論
で
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
西
次
三
経
は
そ
の
言
葉
遣
い
か
ら
、

黄
老
系
の
学
者
あ
る
い
は
方
士
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、他
の
箇
所
で
は
黄
帝
は
影
が
薄
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、及
び
五
蔵
山
経
末
尾
に「
禹
曰
」

で
始
ま
る
一
文
を
附
し
、『
山
海
経
』
全
体
の
末
尾
も
「
洪
水
滔
天
。
鯀
竊
帝
之
息
壤
以
堙
洪
水
、
不
待
帝
命
。
帝
令
祝
融
殺
鯀
於
羽
郊
。
鯀
復
生
禹
。
帝
乃

－ 338 － － 339 －



『
山
海
経
』
か
ら
『
白
沢
図
』
へ

九

命
禹
卒
布
土
以
定
九
州
。（
洪
水 

滔
天
す
。
鯀 

帝
の
息
壌
を
窃
み
て
以
て
洪
水
を
堙
め
ん
と
し
、帝
命
を
待
た
ず
。
帝 

祝
融
を
し
て
鯀
を
羽
の
郊
に
殺
せ
し
む
。

鯀 
復よ
み
が
えり
て
禹
を
生
む
。
帝 

乃
ち
禹
に
命
じ
て
卒つ
い

に
土
を
布
き
以
て
九
州
を
定
む
。）」
と
い
う
鯀
禹
の
治
水
伝
説
で
終
わ
る
こ
と
な
ど
『
山
海
経
』
全
体
と
し

て
は
禹
の
信
仰
が
色
濃
く
窺
え
る
こ
と
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
、
禹
と
巫
祝

　
『
山
海
経
』
に
は
巫
祝
の
知
識
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』
第
二
編
「
神
話
與
傳
説
」14
以
来
多
く
の
先
人
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巫
祝
が
禹
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
、
後
に
道
教
儀
式
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
禹
歩
」
と
呼
ば
れ
る
歩
き
方
15

で
あ
る
。
禹
歩
と
い
う
語
自
体
は
『
荀
子
』
楊
倞
注
引
『
尸
子
』
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
禹
本
人
の
歩
き
方
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
巫
祝
と
禹

歩
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
伝
世
文
献
で
は
『
法
言
』
重
黎
に
「
…
…
昔
者
姒
氏
治
水
土
、
而
巫
歩
多
禹
。（
…
…
昔む
か
し者 

姒
氏
（
禹
の
姓
） 

水
土
を
治
め
、

而
し
て
巫
の
歩
み
は
禹
の
ご
と
く
な
る
こ
と
多
し
。）」 

16 

と
云
う
の
が
最
初
で
あ
る
が
、
出
土
文
献
で
は
こ
れ
よ
り
早
く
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
五
十
二
病
方
』

や
睡
虎
地
秦
漢
『
日
書
』・
放
馬
灘
秦
漢
『
日
書
』
な
ど
に
行
旅
中
に
災
禍
に
遭
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
禹
歩
の
儀
式
が
見
え
る
17
。
即
ち
こ
こ
で
の
禹
は

災
い
を
も
た
ら
す
異
物
を
知
悉
す
る
大
地
神
と
し
て
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
春
秋
期
に
お
け
る
巫
祝
は
政
権
の
中
枢
に
ま
で
接
近
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
年
の
「
病
入
膏
肓
」
で
知
ら
れ
る
記
事
で
は
、

「
桑
田
巫
」
が
悪
夢
を
見
た
晋
侯
の
相
談
に
乗
り
、「
新
し
く
収
穫
し
た
麦
は
食
べ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
夢
占
を
信
じ
ず
巫
を
殺
し
た
晋
侯
は
結
局
巫
の

予
言
通
り
新
麦
を
食
べ
る
直
前
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
18
。
ま
た
『
晏
子
春
秋
』
巻
一
・
内
篇
諫
上
に
も
「
景
公
欲
使
楚
巫
致
五
帝
以
明
德
晏
子
諫
（
景
公 

楚

巫
を
し
て
五
帝
を
致
さ
し
め
以
て
徳
を
明
か
に
せ
ん
と
欲
し 

晏
子 

諫
む
）」
と
題
す
る
文
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
晏
嬰
が
諫
め
て
や
め
さ
せ
る
が
、
巫
は
王
侯
に

も
信
頼
さ
れ
得
る
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

戦
国
末
に
な
る
と
、
巫
祝
も
懐
疑
の
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
権
威
が
失
墜
し
つ
つ
あ
っ
た
。『
韓
非
子
』
内
儲
説
上
に
は
、

　

齊
人
有
謂
齊
王
曰
、河
伯
、大
神
也
。
王
何
不
試
與
之
遇
乎
。
臣
請
使
王
遇
之
。
乃
爲
壇
場
大
水
之
上
、而
與
王
立
之
焉
。
有
間
、大
魚
動
、因
曰
、此
河
伯
。

（
斉
人　

斉
王
に
謂
う
も
の
有
り
て
曰
く
、「
河
伯
は
、
大
神
な
り
。
王　

何
ぞ
之
と
遇
わ
ん
と
試
み
ざ
る
。
臣
請
う　

王
を
し
て
之
に
遇
わ
し
め
ん
」
と
。
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乃
ち
壇
場
を
大
水
の
上
に
為つ
く

り
、
而
し
て
王
と
之
に
立
つ
。
間し
ば
らく
有
り
て
、
大
魚
動
き
、
因
り
て
曰
く
、「
此
れ
河
伯
な
り
」
と
。）

と
、
大
魚
を
河
伯
と
称
し
て
斉
王
を
騙
す
人
物
の
話
が
見
え
る
。
斉
は
漢
代
に
至
っ
て
も
神
仙
方
士
を
盛
ん
に
輩
出
し
た
地
で
あ
り
、
こ
の
「
斉
人
」
も
方
士

か
巫
祝
、
或
い
は
そ
れ
を
騙
る
人
物
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
黄
帝
を
祖
と
し
て
尊
崇
す
る
学
派
が
擡
頭
し
て
き
た
。
戦
国
末
期
、
斉
の
稷
下
学
士
の
中
に
は
趙
の
慎
到
、
斉
の
田
駢
・
接
子
、
楚
の
環
淵
ら

黄
老
思
想
を
学
ん
だ
者
が
多
く
い
た
こ
と
が
『
史
記
』
孟
子
荀
卿
列
伝
に
記
さ
れ
る
19
。
こ
れ
に
対
し
て
『
荀
子
』
非
十
二
子
で
は
慎
到
・
田
駢
ら
黄
老
家

を
激
し
く
攻
撃
す
る
一
方
20
、

　

今
夫
仁
人
也
、
將
何
務
哉
。
上
則
法
舜
・
禹
之
制
、
下
則
法
仲
尼
・
子
弓
之
義
、
以
務
息
十
二
子
之
説
、
如
是
則
天
下
之
害
除
、
仁
人
之
事
畢
、
聖
人

之
跡
著
矣
。（
今 

夫
の
仁
人
や
、
将は

た
何
に
か
務
め
ん
や
。
上
は
則
ち
舜
・
禹
の
制
に
法
り
、
下
は
則
ち
仲
尼
・
子
弓
の
義
に
法
り
、
以
て
十
二
子
の
説

を
息や

む
に
務
む
、
是
く
の
如
く
せ
ば
則
ち
天
下
の
害
は
除
か
れ
、
仁
人
の
事
は
畢
り
、
聖
人
の
跡
は
著
し
か
ら
ん
。）

と
、
舜
・
禹
を
称
揚
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
禹
と
黄
帝
は
始
祖
神
と
し
て
、
ま
た
世
界
の
秩
序
を
整
え
た
神
と
し
て
の
性
格
は
類
似
し
、
そ
れ
故
『
山

海
経
』
に
登
場
す
る
黄
帝
と
禹
も
可
換
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
荀
子
学
派
は
稷
下
に
お
け
る
黄
老
家
な
ど
の
擡
頭
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、黄
帝
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
聖
天
子
と
し
て
の
禹
を
持
ち
出
し
て
こ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
非
十
二
子
篇
で
「
弟
佗
其
冠
、

祌
禫
其
辞
、
禹
行
而
舜
趨
、
是
子
張
氏
之
賤
儒
也
。（
其
の
冠
を
弟
佗
（
楊
倞
曰
、
未
詳
）
と
し
、
其
の
辞
を
祌
禫
（
楊
倞
曰
、
當
爲
「
沖
澹
」、
謂
其
言
淡
薄

也
）
に
し
、
禹
行
し
て
舜
趨
す
、
是
れ
子
張
氏
の
賤
儒
な
り
。）」
と
云
い
、
奇
妙
な
冠
を
か
ぶ
っ
て
深
遠
な
こ
と
を
語
り
、
禹
や
舜
の
歩
き
方
を
真
似
る
子
張

派
の
儒
者
を
「
賤
儒
」
と
罵
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
浅
野
裕
一
氏
は
彼
ら
を
神
秘
主
義
の
傾
向
を
強
め
て
方
士
に
接
近
し
た
底
辺
の
儒

者
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
の
「
禹
行
」
も
方
士
の
行
う
禹
歩
で
あ
る
と
し
て
い
る
21
。
荀
子
学
派
が
黄
老
家
へ
の
対
抗
上
尊
崇
し
た
の
は
あ
く
ま
で
舜
の
後

を
受
け
た
聖
天
子
と
し
て
の
禹
で
あ
り
、
巫
祝
の
尊
ん
だ
大
地
神
と
し
て
の
禹
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
前
漢
期
の
禹
信
仰
と
黄
帝
信
仰

　

漢
朝
成
立
後
、
黄
老
の
学
は
下
層
の
平
民
に
信
奉
者
が
多
く
、
明
確
な
学
統
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
学
官
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
次
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第
に
政
権
の
中
枢
に
ま
で
支
持
を
広
げ
て
い
っ
た
22
。
そ
の
一
方
、
巫
祝
の
一
部
が
長
安
に
集
め
ら
れ
て
国
家
祭
祀
の
目
的
の
た
め
に
再
編
さ
れ
、
そ
の
専

門
に
応
じ
て
祭
祀
を
分
担
し
た
こ
と
が
『
史
記
』
封
禅
書
に
見
え
る
23
。

　

こ
の
時
国
家
の
管
理
下
に
入
ら
な
か
っ
た
巫
祝
や
方
士
に
も
、
宮
廷
に
入
り
込
も
う
と
活
動
し
た
者
が
多
く
い
た
。『
史
記
』
封
禅
書
や
孝
武
本
紀
に
記
録

の
残
る
者
を
挙
げ
て
み
る
と
、
文
帝
期
の
人
物
は

新
垣
平　

趙
の
人
、
長
安
の
東
北
に
神
人
の
如
き
雲
気
が
出
現
し
た
と
言
っ
て
帝
に
五
帝
を
祀
る
こ
と
を
勧
め
て
容
れ
ら
れ
た
が
、
後
に
「
人
主
延
寿
」
と
刻

ん
だ
玉
杯
を
人
に
献
上
さ
せ
て
瑞
祥
を
捏
造
し
改
元
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
発
覚
し
て
処
刑
さ
れ
た
24
。

武
帝
期
の
人
物
は

李
少
君　

武
帝
に
「
寿
命
を
増
し
て
蓬
萊
の
仙
人
に
会
っ
て
封
禅
を
す
れ
ば
不
死
に
な
れ
る
。
黄
帝
こ
そ
そ
の
人
だ
」
と
言
上
し
、
帝
は
そ
の
術
を
信
じ
て
行

お
う
と
し
た
が
、
程
な
く
李
少
君
は
病
死
し
た
。
し
か
し
武
帝
は
李
少
君
が
昇
仙
し
た
の
だ
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
25
。

謬
忌
・
少
翁　

謬
忌
は
亳
の
人
、
武
帝
に
泰
一
神
を
祀
る
こ
と
を
勧
め
て
容
れ
ら
れ
た
。
後
に
少
翁
も
こ
れ
を
祀
っ
て
鬼
神
を
降
す
と
称
し
た
が
、
一
年
た
っ

て
も
実
現
せ
ず
、
詐
術
が
発
覚
し
て
殺
さ
れ
て
い
る
26
。

欒
大　

斉
の
人
、
黄
金
を
作
り
、
黄
河
の
決
潰
を
防
ぎ
、
不
死
の
藥
も
得
ら
れ
、
仙
人
を
招
け
る
方
術
を
師
に
授
け
ら
れ
た
と
主
張
し
た
。
黄
河
の
決
壊
を
心

配
し
て
い
た
武
帝
は
欒
大
を
拝
し
て
五
利
将
軍
と
し
、
御
史
に
「
昔
禹
疏
九
河
、
決
四
瀆
。
間
者
、
河
溢
皋
陸
、
隄
繇
不
息
。
朕
臨
天
下
二
十
有
八
年
、
天

若
遺
朕
士
而
大
通
焉
。
…
…
（
昔 

禹
は
九
河
を
疏
し
、
四
瀆
を
決
す
。
間こ
の
ご
ろ者
、
河
は
皋
陸
に
溢
れ
、
隄
繇
（
堤
防
工
事
）
息
ま
ず
。
朕
は
天
下
に
臨
む
こ
と

二
十
有
八
年
、
天
は
朕
に
士
を
遺お
く

り
て
大
い
に
焉こ
れ

を
通
ぜ
し
む
が
若ご
と

し
。
…
…
）」
と
詔
し
て
い
る
。

　

こ
の
頃
方
士
が
尊
崇
し
て
い
た
の
は
李
少
君
は
黄
帝
、
謬
忌
・
少
翁
は
泰
一
な
ど
様
々
で
あ
っ
た
が
、
概
ね
鬼
神
を
降
し
た
り
不
老
不
死
の
術
を
称
す
る
な

ど
世
俗
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
。
新
垣
平
の
思
想
的
傾
向
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
黄
老
の
学
と
は
異
な
る
世
俗
的
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

欒
大
は
黄
河
の
治
水
が
で
き
る
と
触
れ
込
ん
で
宮
廷
に
入
っ
て
お
り
、
武
帝
も
禹
の
治
水
を
持
ち
出
し
て
詔
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
禹
を
尊
崇
す
る
巫

祝
の
流
れ
を
く
む
者
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
拠
れ
ば
、
欒
大
は
一
時
は
公
主
を
娶
る
ま
で
に
栄
華
を
極
め
た
も
の
の
、
後
に
詐
り
が

発
覚
し
て
殺
さ
れ
て
い
る
27
。
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武
帝
期
に
も
竇
太
后
ら
が
黄
老
の
学
を
好
ん
だ
こ
と
か
ら
、
依
然
と
し
て
黄
老
が
流
行
し
た
が
、
竇
太
后
の
死
後
董
仲
舒
の
言
を
容
れ
て
儒
教
一
尊
を
定
め

て
か
ら
も
そ
れ
は
変
わ
ら
ず
、
前
引
の
禹
の
九
鼎
の
伝
説
に
も
、
黄
帝
の
三
鼎
の
伝
説
が
付
加
さ
れ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
汾
陰
の
巫
錦
な
る
巫

祝
が
地
中
か
ら
掘
り
出
し
た
鼎
が
都
に
運
ば
れ
た
時
、「
近
頃
黄
河
が
溢
れ
て
し
ば
し
ば
不
作
に
な
る
の
で
后
土
を
祀
っ
た
。
今
年
は
豊
作
な
の
に
ま
だ
天
に

報
告
し
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
鼎
が
出
る
の
か
」
と
訝
る
天
子
に
有
司
が
「
昔
、
泰
帝
（
伏
羲
）
が
一
統
を
象
徴
す
る
神
鼎
一
つ
を
作
り
、
黄
帝

が
天
地
人
を
象
っ
た
三
つ
の
宝
鼎
を
作
っ
た
。
禹
は
九
牧
か
ら
金
属
を
納
め
さ
せ
、
九
鼎
を
鋳
た
。
ど
れ
も
上
帝
が
鬼
神
に
捧
げ
る
犠
牲
を
煮
る
た
め
の
も
の

で
、
聖
天
子
に
出
会
え
ば
現
れ
る
も
の
だ
」
と
説
い
て
、
天
子
は
よ
う
や
く
信
用
し
た
と
い
う
28
。

　

や
が
て
黄
帝
派
の
方
士
の
中
に
、
武
帝
に
封
禅
の
儀
式
を
勧
め
る
者
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斉
人
の
公
孫
卿
は
、
さ
き
の
巫
錦
が
掘
り
出
し
た
鼎
に
つ

い
て
、「
今
年
は
辛
巳
の
年
で
朔
旦
は
冬
至
、
黄
帝
が
宝
鼎
神
策
を
得
た
年
も
朔
旦
は
冬
至
、
そ
れ
か
ら
冬
至
を
二
十
回
迎
え
て
黄
帝
は
昇
仙
し
た
」
と
い
う

申
公
の
書
な
る
も
の
を
根
拠
に
、「
漢
が
興
る
の
は
黄
帝
の
時
、
漢
の
聖
者
は
高
祖
の
孫
、
宝
鼎
が
出
て
神
と
通
じ
、
封
禅
す
る
。
封
禅
を
し
た
七
十
二
王
の

う
ち
、
黄
帝
だ
け
が
泰
山
で
封
禅
で
き
た
」
と
主
張
し
、
こ
れ
を
聞
い
た
武
帝
は
彼
を
信
用
し
て
郎
に
取
り
立
て
、
太
室
山
に
神
の
降
臨
を
待
た
せ
た
と
い

う
29
。

　

そ
の
後
武
帝
の
巡
狩
の
途
中
で
黄
帝
の
墓
と
称
す
る
も
の
が
見
つ
か
り
、帝
が
不
審
に
思
っ
て
「
黄
帝
は
死
な
な
か
っ
た
と
い
う
の
に
な
ぜ
墓
が
あ
る
の
だ
」

と
言
っ
た
。
危
う
く
詐
り
が
ば
れ
る
と
こ
ろ
を
、
方
士
の
中
に
「
黄
帝
は
昇
仙
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
群
臣
が
そ
の
衣
冠
を
埋
葬
し
た
の
で
す
」
と
言
い
抜
け
た

者
が
い
て
事
な
き
を
得
た
30
。
封
禅
の
儀
式
の
根
拠
と
な
る
知
識
を
持
っ
て
い
た
故
に
、
そ
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
黄
帝
派
方
士
は
当
初
は
他
の
流
派
と
同
じ
く
世
俗
的
な
神
通
力
を
説
い
て
宮
廷
に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
封
禅
の
儀
式
を
説
い
て
儒
家
の
主
張
に

接
近
し
た
が
故
に
、
最
終
的
に
信
任
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
で
禹
派
の
方
士
は
世
俗
的
な
信
仰
を
守
り
続
け
た
た
め
に
、
宮
廷
に
入
り
込
ん
で
も
定
着

で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
一
尊
政
策
に
よ
っ
て
『
尚
書
』
禹
貢
の
権
威
が
高
ま
り
、
聖
天
子
と
し
て
の
禹
が
〝
公
式
〞
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着

し
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
司
馬
遷
が
『
山
海
経
』
を
『
禹
本
紀
』
と
並
べ
て
否
定
し
た
の
も
、
こ
れ
ら
が
禹
派
の
方
士
に
と
っ
て
の
経
典
の
よ
う

な
存
在
だ
っ
た
故
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
黄
帝
派
の
方
士
も
我
が
世
の
春
は
永
続
き
し
な
か
っ
た
。『
漢
書
』
郊
祀
志
下
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
31
、
儒
学
を
好
ん
だ
元
帝
の
代
に
な
る
と
、
漢
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の
宗
廟
祭
祀
は
古
式
に
合
わ
な
い
と
主
張
す
る
貢
禹
ら
の
言
を
容
れ
て
国
家
祭
祀
を
縮
小
し
、
郡
国
の
廟
は
お
ろ
か
太
上
皇
や
恵
帝
諸
園
の
寝
廟
ま
で
廃
止
し

た
が
、
そ
の
後
元
帝
が
病
に
臥
し
、
夢
で
神
霊
に
廟
の
廃
止
を
責
め
ら
れ
た
と
し
て
こ
れ
を
復
活
し
た
。
そ
の
後
も
祭
祀
を
廃
止
し
て
は
元
に
戻
す
動
き
が
繰

り
返
さ
れ
た
が
、
前
田
繁
樹
氏
は
そ
の
過
程
で
漢
初
に
黄
老
に
関
係
し
て
い
た
人
士
が
整
理
さ
れ
、
免
官
さ
れ
た
祭
官
が
民
間
信
仰
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、

官
に
復
帰
し
よ
う
と
運
動
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
32
。
黄
帝
派
方
士
の
中
に
も
宮
廷
か
ら
追
放
さ
れ
る
者
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
中

に
は
民
間
の
巫
祝
に
混
じ
っ
て
活
動
し
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
廃
止
さ
れ
た
国
家
祭
祀
が
復
活
す
る
と
そ
れ
を
機
に
宮
廷
に
戻
ろ
う
と
画
策
し
た
者
も
少
な
く

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
き
の
中
で
起
き
た
の
が
、『
漢
書
』
哀
帝
紀
に
見
え
る
、
建
平
四
年
春
に
関
東
の
民
衆
が
起
こ
し
た
熱
狂
的
な
西
王
母

信
仰
で
あ
る
。

　

四
年
春
、大
旱
。
關
東
民
傳
行
西
王
母
籌
、經
歷
郡
國
、西
入
關
至
京
師
。
民
又
會
聚
祠
西
王
母
、或
夜
持
火
上
屋
、擊
鼓
號
呼
相
驚
恐
。（（
建
平
）四
年
春
、

大
い
に
旱
す
。
関
東
の
民 

伝
え
て
西
王
母
の
籌
を
行
い
、
郡
国
を
経
歴
し
、
西
の
か
た
関
に
入
り
て
京
師
に
至
る
。
民 

又
た
会
聚
し
て
西
王
母
を
祠
り
、

或
い
は
夜
に
火
を
持
ち
屋
に
上
り
、
鼓
を
撃
ち
号
呼
し
て
相
い
驚
恐
す
。）

わ
が
国
幕
末
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
思
わ
せ
る
こ
の
一
大
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
も
、
宮
廷
か
ら
四
散
し
た
方
士
が
民
間
に
い
た
巫
祝
と
結
び
つ
い
て
煽
動
し
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。
劉
歆
が
『
山
海
経
』
を
校
定
し
た
の
は
こ
の
事
件
の
三
年
前
、
建
平
元
年
の
こ
と
で
あ
る
33
。
西
王
母
騒
動
も
突
然
起
こ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
恐
ら
く
そ
の
前
か
ら
政
情
不
安
に
乗
じ
て
、
民
間
に
移
っ
た
方
士
た
ち
の
運
動
が
様
々
な
形
で
頻
発
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
劉
歆
は
こ
う
し
た

社
会
不
安
の
中
で
、
天
子
や
重
臣
た
ち
が
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
権
威
の
失
墜
し
て
い
た
黄
帝
の
代
わ
り
に
禹
を
持
ち
出
し
て
『
山
海
経
』
を
推

奨
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
後
漢
・
魏
晋
の
禹
と
黄
帝

　

漢
代
に
お
い
て
は
儒
家
が
学
官
に
立
て
ら
れ
て
『
尚
書
』
の
権
威
が
確
立
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
禹
は
夏
王
朝
の
始
祖
と
し
て
、
ま
た
『
禹
貢
』
に
記
さ
れ

る
よ
う
な
治
水
を
行
い
九
州
を
定
め
た
聖
王
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
『
山
海
経
』
な
ど
に
見
ら
れ
た
、
万
物
を
知
悉
す
る
大

地
の
神
と
し
て
の
禹
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
山
東
か
ら
呉
楚
地
方
に
か
け
て
の
民
間
で
は
根
強
く
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
淮
南
子
』
に
は
「
禹
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之
時
、
天
下
大
雨
、
禹
令
民
聚
土
積
薪
、
擇
丘
陵
而
處
之
。（
禹
の
時
、
天
下 

大
い
に
雨
ふ
り
、
禹 

民
を
し
て
土
を
聚
め
薪
を
積
み
、
丘
陵
を
択
び
て
之
に
処

ら
し
む
。）」（
斉
俗
訓
）、「
禹
之
時
、
天
下
大
水
、
禹
身
執
蔂
垂
、
以
爲
民
先
、
剔
河
而
道
九
岐
、
鑿
江
而
通
九
路
、
辟
五
湖
而
定
東
海
。（
禹
の
時
、
天
下 

大
水
あ
り
、禹 

身
に
蔂
垂（
耒
臿
）を
執
り
、以
て
民
の
先
と
為
り
、河
を
剔
り
て
九
岐
に
道
し
、江
を
鑿
ち
て
九
路
を
通
し
、五
湖
を
辟ひ
ら

き
て
東
海
を
定
む
。）」（
要

略
）
な
ど
、
他
書
に
見
ら
れ
な
い
伝
説
を
多
く
集
め
、
特
に
後
者
は
淮
北
地
域
出
土
の
漢
代
の
画
像
石
に
お
け
る
禹
が
笠
を
か
ぶ
り
二
股
の
耒
耜
を
持
っ
た
姿

を
し
て
い
る
34
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

そ
の
後
、後
漢
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
、東
方
朔
の
撰
と
伝
え
ら
れ
る
、『
山
海
経
』
に
似
た
神
仙
色
の
濃
い
小
説
『
神
異
経
』
と
『
海
内
十
洲
記
』
が
現
れ
る
。

こ
れ
ら
に
は
禹
は
見
え
る
が
黄
帝
は
全
く
登
場
し
な
い
。
特
に
『
海
内
十
洲
記
』
で
は
、
崑
崙
山
系
に
あ
る
と
さ
れ
、
前
引
の
『
山
海
経
』
西
次
三
経
で
は
黄

帝
と
関
連
の
深
い
鍾
山
が
、「
天
帝
君
」
の
居
城
と
し
て
記
さ
れ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　

其
北
海
外
、又
有
鍾
山
。
…
…
上
有
金
臺
玉
闕
、亦
元
氣
之
所
舍
、天
帝
居
治
處
也
。
鍾
山
之
南
、有
平
邪
山
、北
有
蛟
龍
山
、西
有
勁
草
山
、東
有
束
木
山
。

四
山
、
竝
鍾
山
之
枝
幹
也
。
…
…
四
面
山
乃
天
帝
君
之
城
域
也
。
…
…
天
帝
君
總
九
天
之
維
、
貴
無
比
焉
。
山
源
周
回
、
具
有
四
城
之
高
、
但
當
心
有
觀

於
崑
崙
也
。（
其
の
北
海
の
外
、
又
た
鍾
山
有
り
。
…
…
上
に
金
台
玉
闕
有
り
、
亦
た
元
気
の
舎や
ど

る
所
、
天
帝
の
居
り
て
治
す
る
処
な
り
。
鍾
山
の
南
に
、

平
邪
山
有
り
、
北
に
蛟
竜
山
有
り
、
西
に
勁
草
山
有
り
、
東
に
束
木
山
有
り
。
四
山
は
、
並
び
に
鍾
山
の
枝
幹
な
り
。
…
…
四
面
山
は
乃
ち
天
帝
君
の
城
域

な
り
。
…
…
天
帝
君
は
九
天
の
維
を
総す

べ
、貴
き
こ
と
比た
ぐ

い
無
し
。
山
源
は
周
回
し
、四
城
の
高
き
を
具
有
し
、但
だ
当
心
す
れ
ば
崑
崙
を
観
る
有
る
な
り
。）

一
方
、
前
引
の
西
次
三
経
で
は
、
黄
帝
が
峚
山
の
玉
榮
を
鍾
山
の
陽
に
植
え
た
と
あ
り
、
そ
の
文
体
も
黄
老
文
献
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
荘
子
』
天

地
で
も
黄
帝
が
「
赤
水
の
北
に
游
び
、
崑
崙
の
丘
に
登
り
て
南
に
望
」
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
も
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
鍾
山
は
見
え
な
い
が
、

鍾
山
か
ら
望
む
崑
崙
の
丘
に
玄
珠
を
忘
れ
た
と
い
う
話
で
、
西
次
三
経
と
そ
の
筋
立
て
は
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
あ
え
て
無
視
し
て
鍾
山
か
ら
黄
帝
の
名
を
消

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
記
述
が
禹
派
の
信
仰
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
35
。
こ
こ
で
も
ま
た
黄
帝
と
禹
は
交
換
可
能
な
の
で
あ
る
。『
十

洲
記
』
末
尾
に
は
、
東
方
朔
が
禹
が
五
嶽
を
順
序
づ
け
た
故
事
を
引
い
て
か
ら
、
師
の
谷
希
子
か
ら
「
崑
崙
・
鍾
山
・
蓬
萊
山
及
神
州
眞
形
圖
」
を
授
か
っ
た

と
称
し
、
武
帝
に
も
こ
れ
を
得
ら
れ
る
よ
う
道
を
好
ん
で
修
養
に
勉
め
よ
と
促
す
場
面
が
あ
る
36
。
こ
れ
に
は
禹
を
尊
崇
す
る
「
正
し
い
信
仰
」
へ
と
武
帝

を
導
く
意
味
も
あ
ろ
う
。
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沢
図
』
へ
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五

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
禹
と
東
方
朔
は
と
も
に
禹
派
巫
祝
の
流
れ
を
く
む
世
俗
的
な
方
士
が
祖
と
あ
が
め
る
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
禹
と
東
方
朔

を
引
き
合
い
に
出
し
て
帝
を
諷
諫
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
劉
歆
「
上
山
海
経
表
」
も
同
じ
で
あ
り
、
遅
く
と
も
前
漢
末
に
は
東
方
朔
は
禹
と
と
も
に
異
物
を
知

悉
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
37
。

結　

語
―
―
黄
帝
信
仰
と
白
沢
図

　

こ
れ
ま
で
述
べ
来
っ
た
禹
信
仰
と
黄
帝
信
仰
の
流
れ
を
ふ
ま
え
て
再
び
『
白
沢
図
』
を
見
て
み
よ
う
。『
白
沢
図
』
に
つ
い
て
黄
帝
が
白
沢
か
ら
得
た
知
識

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
の
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
現
存
の
佚
文
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
辟
邪
に
関
す
る
記
事
で
、『
山
海
経
』
に
は
辟
邪

の
効
能
が
あ
る
も
の
に
関
す
る
記
事
も
あ
る
が
、
劉
歆
「
上
山
海
経
表
」
も
郭
璞
序
も
辟
邪
の
効
能
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
雑
多
な
記
事
が
入
り
交
じ
っ

た
『
山
海
経
』
と
は
異
な
り
、『
白
沢
図
』
は
辟
邪
に
特
化
し
た
世
俗
的
な
内
容
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
白
沢
図
』
の
中
で
『
山
海
経
』
に
も
見
え
て
い
る
精
怪
は
必
方
（『
山
海
経
』
で
は
「
畢
方
」）
の
み
で
、「
上
有
山
林
、
下
有
川
泉
、
地
理
之
間
生
精
。
名

曰
必
方
。
状
如
鳥
長
尾
。
此
陰
陽
變
化
之
所
生
。（
上
に
山
林
有
れ
ば
、
下
に
川
泉
有
り
、
地
理
の
間
に
精
を
生
ず
。
名
を
必
方
と
曰
う
。
状
は
鳥
の
如
く
し

て
長
尾
。
此
れ
陰
陽
変
化
の
生
ず
る
所
。）」（
法
苑
珠
林
45
・
太
平
御
覽
886
）
と
云
う
。『
山
海
経
』
に
は
西
次
三
経
と
海
外
南
経
に
見
え
、
両
者
と
も
一
本
足

の
鳥
で
、「
必
方
」
と
同
音
で
起
源
は
同
じ
と
思
わ
れ
る
が
、「
其
鳴
自
叫
也
、
見
則
其
邑
有
譌
火
。（
其
の
鳴
く
こ
と
自
ら
叫
ぶ
な
り
、
見
る
れ
ば
則
ち
其
の

邑
に
譌
火
有
り
。）」（
西
次
三
経
）
と
、『
白
沢
図
』
の
必
方
と
は
異
な
る
性
質
を
持
つ
。『
韓
非
子
』
十
過
に
は
、

　

平
公
曰
「
清
角
可
得
而
聞
乎
。」
師
曠
曰
「
不
可
。
昔
者
黄
帝
合
鬼
神
於
泰
山
之
上
、
駕
象
車
而
六
蛟
龍
、
畢
方
並
轄
、
蚩
尤
居
前
、
…
…
大
合
鬼
神
、

作
爲
清
角
。
今
主
君
德
薄
、
不
足
聽
之
、
聽
之
將
恐
有
敗
。」（
平
公
曰
く
「
清
角
は
得
て
聞
く
べ
き
か
」
師
曠
曰
く
「
不
可
な
り
。
昔
者 

黄
帝 

鬼
神
を

泰
山
の
上
に
合
し
、
象
車
を
駕
し
て
蛟
竜
を
六
に
し
、
畢
方 

轄
に
並
び
、
蚩
尤 

前
に
居
り
、
…
…
大
い
に
鬼
神
を
合
し
、
作
り
て
清
角
を
為
す
。
今 

主

君 

徳
薄
し
、
之
を
聴
く
に
足
ら
ず
、
之
を
聴
け
ば
将ま

さ

に
敗
有
る
を
恐
れ
ん
と
す
。」）

と
、
黄
帝
が
鬼
神
を
会
合
す
る
と
き
畢
方
を
従
え
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
黄
帝
信
仰
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
故
『
白
沢
図
』
に
も
取
り
込
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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『
白
沢
図
』
で
特
徴
的
な
の
は
、

　

故
道
徑
之
精
名
曰
忌
。
状
如
野
人
行
歌
。
以
其
名
呼
之
、
使
人
不
迷
。（
故
き
道
徑
の
精
名
を
忌
と
曰
う
。
状
は
野
人
の
行
歌
す
る
が
如
し
。
其
の
名

を
以
て
之
を
呼
べ
ば
、
人
を
し
て
迷
わ
ざ
ら
し
む
。）（
法
苑
珠
林
45
・
天
地
瑞
祥
志
14
・
太
平
御
覽
886
）

　

故
牧
弊
池
之
精
名
曰
髡
頓
。
状
如
牛
無
頭
。
見
人
則
逐
人
。
以
其
名
呼
之
則
去
。（
故
牧
弊
池
の
精
は
名
を
髡
頓
と
曰
う
。
状
は
牛
の
如
く
し
て
頭
無
し
。

人
を
見
れ
ば
則
ち
人
を
逐
う
。
其
の
名
を
以
て
之
を
呼
べ
ば
則
ち
去
る
。）（
法
苑
珠
林
45
・
太
平
御
覽
886
）

の
如
く
、
名
を
呼
ぶ
こ
と
で
避
け
ら
れ
る
精
怪
が
多
く
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
名
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
る
辟
邪
は
、
東
晋
末
の
天
師
道
道
教
経
典
『
女
青
鬼
律
』

（『
道
蔵
』
七
九
〇
）
に
も
鬼
の
名
を
知
る
こ
と
で
そ
の
害
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　

太
上
大
道
不
忍
見
之
、二
年
七
月
七
日
日
中
時
下
此
鬼
律
八
卷
、紀
天
下
鬼
神
姓
名
吉
凶
之
術
、以
勑
天
師
張
道
陵
、使
勑
鬼
神
、不
得
妄
轉
東
西
南
北
。

後
有
道
男
女
生
、
見
吾
秘
經
、
知
鬼
姓
名
皆
吉
、
萬
鬼
不
干
、
千
神
賓
伏
。（
太
上
大
道 

之
を
見
る
に
忍
び
ず
、
二
年
七
月
七
日
日
中
の
時 

此
の
鬼
律
八

巻
を
下
し
、
天
下
鬼
神
の
姓
名
吉
凶
の
術
を
紀
し
、
以
て
天
師
張
道
陵
に
勑
し
、
鬼
神
に
勑
し
て
、
妄
り
に
東
西
南
北
に
転
ず
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
後
に

有
道
の
男
女
生
れ
、
吾
が
秘
経
を
見
、
鬼
の
姓
名
を
知
る
は
皆
な
吉
な
り
、
万
鬼 

干
さ
ず
、
千
神 

賓
伏
せ
ん
。）

　

松
本
浩
一
氏
は
こ
れ
を
民
間
で
鬼
神
を
な
だ
め
る
儀
式
が
流
行
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
排
し
て
道
教
の
正
統
な
信
仰
に
人
々
を
引
き
つ
け
る
意
図
が
あ
っ

た
と
考
え
る
38
。『
白
沢
図
』
も
禹
の
信
仰
を
説
く
『
海
内
十
洲
記
』
の
よ
う
な
文
献
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
禹
が
九
鼎
図
を
作
っ
た
伝
承
を
黄
帝
に
置
き
換

え
た
白
沢
伝
承
に
基
づ
き
、『
山
海
経
』
や
『
神
異
経
』
に
倣
っ
た
体
裁
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
秦
期
か
ら
並
立
し
て
交
換
可
能
で
あ
っ
た
禹
と
黄
帝
は
、

魏
晋
に
至
っ
て
も
道
教
の
教
派
の
抗
争
に
お
い
て
な
お
並
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
前
引
の
『
抱
朴
子
』
に
よ
れ
ば
、『
白
沢
図
』
に
並
行
し
て
『
九

鼎
記
』
な
る
書
物
も
行
わ
れ
て
お
り
、
黄
帝
―
白
沢
信
仰
と
禹
の
信
仰
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
完
全
な
対
立
で
は
な
か
っ
た
面
も
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
機
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

附
記　

本
稿
は
日
本
中
国
学
会
第
六
十
八
回
大
会
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
奈
良
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「『
山
海
経
』
か
ら
『
白
沢
図
』
へ
―
―

あ
る
い
は
漢
魏
に
お
け
る
黄
帝
と
禹
―
―
」
を
も
と
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
御
意
見
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

ま
た
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 JP16K

02583

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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注１　

原
文

：

漢
使
窮
河
源
、
河
源
出
于
窴
、
其
山
多
玉
石
、
采
來
。
天
子
案
古
圖
書
、
名
河
所
出
山
曰
崑
崙
云
。

２　

原
文

：

山
海
經
者
、
出
於
唐
虞
之
際
。
昔
洪
水
洋
溢
、
漫
衍
中
國
、
民
人
失
據
，

䧢
於
丘
陵
、
巢
於
樹
木
。
鯀
既
無
功
、
而
帝
堯
使
禹
繼
之
。
禹
乘
四
載
、
隨
山
栞
木
、

定
高
山
大
川
。
益
與
伯
翳
主
驅
禽
獸
、
命
山
川
、
類
草
木
、
別
水
土
。
四
嶽
佐
之
、
以
周
四
方
、
逮
人
跡
之
所
希
至
、
及
舟
輿
之
所
罕
到
。
内
別
五
方
之
山
、
外
分
八
方
之
海
、

紀
其
珍
寶
奇
物
、
異
方
之
所
生
、
水
土
草
木
禽
獸
昆
蟲
麟
鳳
之
所
止
、
禎
祥
之
所
隱
、
及
四
海
之
外
、
絶
域
之
國
、
殊
類
之
人
。
禹
別
九
州
、
任
土
作
貢
、
而
益
等
類
物
善
惡
、

著
山
海
經
。
皆
聖
賢
之
遺
事
、
古
文
之
著
明
者
也
。
其
事
質
明
有
信
。

　
　

孝
武
皇
帝
時
嘗
有
獻
異
鳥
者
、
食
之
百
物
、
所
不
肎
食
。
東
方
朔
見
之
、
言
其
鳥
名
、
又
言
其
所
當
食
、
如
朔
言
。
問
朔
何
以
知
之
、
即
山
海
經
所
出
也
。
孝
宣
帝
時
、
擊

磻
石
於
上
郡
、
陷
得
石
室
、
其
中
有
反
縛
盜
械
人
。
時
臣
秀
父
向
爲
諫
議
大
夫
、
言
此
貳
負
之
臣
也
。
詔
問
何
以
知
之
、
亦
以
山
海
經
對
。
其
文
曰
「
貳
負
殺
窫
窳
、
帝
乃
梏

之
疏
屬
之
山
、
桎
其
右
足
、
反
縛
兩
手
」。
上
大
驚
。
朝
士
由
是
多
奇
山
海
經
者
、
文
學
大
儒
皆
讀
學
、
以
為
奇
可
以
考
禎
祥
變
怪
之
物
、
見
遠
國
異
人
之
謠
俗
。
故
易
曰
「
言

天
下
之
至
賾
而
不
可
亂
也
」。
博
物
之
君
子
、
其
可
不
惑
焉
。
臣
秀
昧
死
謹
上
。

３　

王
国
良
『
神
異
経
研
究
』
文
津
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
七
〜
八
頁
、
及
び
王
国
良
『
海
内
十
洲
記
研
究
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
一
九
〜
二
二
頁
。

４　

沢
獣
と
思
わ
れ
る
も
の
の
初
出
は
後
漢
の
張
衡
「
東
京
賦
」（『
文
選
』
巻
三
）
の
「
圉
林
氏
之
騶
虞
、擾
澤
馬
與
騰
黄
（「
林
氏
の
騶
虞
を
圉か

い
、沢
馬
と
騰
黄
を
擾な

ら
す
」。）」

で
、
李
善
注
に
「『
陰
嬉
讖
』
曰
、
聖
人
爲
政
、
澤
出
馬
」
と
云
い
、『
詩
経
』
に
も
見
え
る
騶
虞
と
同
様
の
瑞
獣
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。　

５　
『
隋
書
』
経
籍
志
に
『
軒
轅
本
紀
』
は
見
え
ず
、『
新
唐
書
』
藝
文
志
二
・
雑
伝
類
に
唐
・
王
瓘
『
広
軒
轅
本
紀
』
が
見
え
る
。

６　

原
文

：

帝
巡
狩
、
東
至
海
、
登
桓
山
、
於
海
濱
得
白
澤
神
獸
、
能
言
、
達
於
萬
物
之
情
。
因
問
天
下
神
鬼
之
事
。
自
古
精
氣
爲
物
・
游
魂
爲
變
者
、
凡
萬
一
千
五
百
二
十
種
、

白
澤
言
之
、
帝
令
以
圖
寫
之
、
以
示
天
下
。

７　

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
山
海
経
』
五
蔵
山
経
と
『
管
子
』」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
四
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
詳
論
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

８　

原
文

：

共
工
之
臣
曰
相
柳
氏
、
九
首
、
以
食
于
九
山
。
相
柳
之
所
抵
、
厥
爲
澤
谿
。
禹
殺
相
柳
、
其
血
腥
、
不
可
以
樹
五
穀
種
。
禹
厥
之
、
三
仞
三
沮
、
乃
以
爲
衆
帝
之
臺
。

在
昆
侖
之
北
、
柔
利
之
東
。
相
柳
者
、
九
首
人
面
、
蛇
身
而
青
。
不
敢
北
射
、
畏
共
工
之
臺
。
臺
在
其
東
。
臺
四
方
、
隅
有
一
蛇
、
虎
色
、
首
衝
南
方
。

９　

原
文

：

大
荒
東
北
隅
中
、
有
山
名
曰
凶
犂
土
丘
。
應
龍
處
南
極
、
殺
蚩
尤
與
夸
父
、
不
得
復
上
。
故
下
數
旱
、
旱
而
爲
應
龍
之
狀
、
乃
得
大
雨
。

10　

原
文

：

有
係
昆
之
山
者
、
有
共
工
之
臺
、
射
者
不
敢
北
郷
。
有
人
衣
青
衣
、
名
曰
黄
帝
女
魃
。
蚩
尤
作
兵
伐
黄
帝
、
黄
帝
乃
令
應
龍
攻
之
冀
州
之
野
。
應
龍
畜
水
、
蚩
尤
請

風
伯
雨
師
、
縱
大
風
雨
。
黄
帝
乃
下
天
女
曰
魃
、
雨
止
、
遂
殺
蚩
尤
。
魃
不
得
復
上
、
所
居
不
雨
。
叔
均
言
之
帝
、
後
置
之
赤
水
之
北
。
叔
均
乃
爲
田
祖
。
魃
時
亡
之
。
所
欲

逐
之
者
、
令
曰
、
神
北
行
。

11　

先
秦
期
の
道
家
系
の
文
献
に
見
え
る
有
韻
文
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
達
明
「
道
の
た
め
の
有
韻
文
」（『
東
方
学
』
第
百
十
五
輯
所
収
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）
に
詳
論
さ

れ
て
い
る
。

12　

た
と
え
ば
松
岡
正
子「『
山
海
經
』西
次
三
經
と
羌
族 

―
昆
侖
之
丘
と
羌
の
雪
山
に
つ
い
て
―
」（『
中
國
文
學
研
究
』早
稻
田
大
學
中
國
文
學
會
、十
二
号
、一
九
八
六
年
一
二
月
）
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

一
八

や
阪
谷
昭
弘
「『
山
海
経
』
鍾
山
条
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
―
神
々
の
闘
争
に
つ
い
て
―
―
」（『
学
林
』
二
十
一
号
、
立
命
館
大
学
中
国
芸
文
研
究
会
、
一
九
九
四
年
七
月
）
な

ど
、
西
次
三
経
を
西
方
の
異
民
族
に
関
連
づ
け
た
論
考
が
あ
る
。

13　

伊
藤
清
司
『
中
国
の
神
獣
・
悪
鬼
た
ち　

山
海
経
の
世
界
﹇
増
補
改
訂
版
﹈』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
巻
頭
の
「
増
補
改
訂
版
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
」（
文
責
・
原
宗
子
）

に
お
い
て
、『
山
海
経
』
に
関
す
る
主
要
著
作
・
論
文
と
研
究
内
容
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

14　
「
記
海
内
外
山
川
神
祇
異
物
及
祭
祀
所
宜
、
以
爲
禹
益
作
者
固
非
、
而
謂
因
《
楚
辭
》
而
造
者
亦
未
是
、
所
載
祠
神
之
物
多
用
糈
（
精
米

：

筆
者
注
）、
與
巫
術
合
、
蓋
古
之

巫
書
也
、
然
秦
漢
人
亦
有
増
益
。」（『
魯
迅
全
集
』
第
九
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
一
八
〜
一
九
頁
）

15　

道
教
儀
式
に
お
け
る
禹
歩
に
つ
い
て
は
藤
野
岩
友
「
禹
歩
考
」（『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』
角
川
書
店
、一
九
七
六
年
）
で
詳
論
さ
れ
て
お
り
、そ
の
起
源
に
も
触
れ
て
い
る
が
、

出
土
資
料
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

16　

晋
の
李
軌
の
注
に
「
禹
自
聖
人
、
是
以
鬼
神
・
猛
獸
・
蜂
蠆
・
蛇
虺
莫
之
螫
耳
、
而
俗
巫
多
效
禹
歩
。」
と
云
う
。

17　

大
野
裕
司
『
戦
国
秦
漢
出
土
術
数
文
献
の
基
礎
的
研
究
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
第
二
部
第
三
章
「『
日
書
』
に
お
け
る
禹
歩
と
五
画
地
の
出
行
儀
式
」
に

詳
論
さ
れ
て
い
る
。

18　
「
晉
侯
夢
大
厲
、
披
髪
及
地
、
搏
膺
而
踊
、
曰
「
殺
余
孫
、
不
義
。
余
得
請
於
帝
矣
。」
壞
大
門
及
寢
門
而
入
。
公
懼
、
入
于
室
、
又
壞
戸
。
公
覺
、
召
桑
田
巫
、
巫
言
如
夢
。

公
曰
「
何
如
」
曰
「
不
食
新
矣
。」
…
…
六
月
丙
午
、
晉
侯
欲
麥
、
使
甸
人
獻
麥
、
饋
人
爲
之
。
召
桑
田
巫
、
示
而
殺
之
。
將
食
、
張
、
如
厠
、
陷
而
卒
。」

19　

原
文

：

自
騶
衍
與
齊
之
稷
下
先
生
、
…
…
愼
到
、
趙
人
。
田
駢
・
接
子
、
齊
人
。
環
淵
、
楚
人
。
皆
學
黄
老
道
德
之
術
、
因
發
明
序
其
指
意
。

20　
「
尚
法
而
無
法
、
下
脩
（
王
念
孫
曰
、
當
作
「
不
循
」）
而
好
作
、
上
則
取
聽
於
上
、
下
則
取
從
於
俗
、
終
日
言
成
文
典
、
反
紃
察
之
、
則
倜
然
無
所
歸
宿
、
不
可
以
經
國
定
分
、

然
而
其
持
之
有
故
、
其
言
之
成
理
、
足
以
欺
惑
愚
衆
、
是
愼
到
・
田
駢
也
。」

21　

浅
野
裕
一
『
黄
老
道
の
成
立
と
展
開
』、
創
文
社
、
一
九
九
二
年
、
六
三
八
〜
六
四
〇
頁
。

22　

鈴
木
達
明
「
前
漢
初
期
に
お
け
る
黄
老
流
行
の
再
検
討
」、『
東
方
学
』
第
百
二
十
六
輯
、
一
〇
〜
一
一
頁
。

23　
「
天
下
已
定
、
…
…
令
祝
官
立
蚩
尤
之
祠
於
長
安
。
長
安
置
祠
祝
官
・
女
巫
。
其
梁
巫
、
祠
天
・
地
・
天
社
・
天
水
・
房
中
・
堂
上
之
屬
。
晉
巫
、
祠
五
帝
・
東
君
・
雲
中
君
・
司
命
・

巫
社
・
巫
祠
・
族
人
・
先
炊
之
屬
。
秦
巫
、
祠
社
主
、
巫
保
、
族
纍
之
屬
。
荊
巫
、
祠
堂
下
・
巫
先
・
司
命
・
施
糜
之
屬
。
九
天
巫
、
祠
九
天
、
皆
以
歳
時
祠
宮
中
。
其
河
巫

祠
河
於
臨
晉
、
而
南
山
巫
祠
南
山
秦
中
。
秦
中
者
、
二
世
皇
帝
。
各
有
時
日
。」

24　
「
趙
人
新
垣
平
以
望
氣
見
上
、
言
「
長
安
東
北
有
神
氣
、
成
五
采
、
若
人
冠
絻
焉
。
或
曰
東
北
神
明
之
舍
、
西
方
神
明
之
墓
也
。
天
瑞
下
、
宜
立
祠
上
帝
、
以
合
符
應
。」
於

是
作
渭
陽
五
帝
廟
、
同
宇
、
帝
一
殿
、
面
各
五
門
、
各
如
其
帝
色
。
…
…
其
明
年
、
新
垣
平
使
人
持
玉
杯
、
上
書
闕
下
獻
之
。
平
言
上
曰
「
闕
下
有
寶
玉
氣
來
者
。」
已
視
之
、

果
有
獻
玉
杯
者
、
刻
曰
「
人
主
延
壽
」。
平
又
言
「
臣
候
日
再
中
」。
…
…
人
有
上
書
告
新
垣
平
所
言
氣
神
事
皆
詐
也
。
下
平
吏
治
、
誅
夷
新
垣
平
。」（『
史
記
』
封
禅
書
）

25　
「
少
君
言
於
上
曰
「
祠
竈
則
致
物
、
致
物
而
丹
沙
可
化
爲
黄
金
、
黄
金
成
以
爲
飲
食
器
則
益
壽
、
益
壽
而
海
中
蓬
萊
僊
者
可
見
、
見
之
以
封
禪
則
不
死
、
黄
帝
是
也
。
…
…
」

於
是
天
子
始
親
祠
竈
、
而
遣
方
士
入
海
求
蓬
萊
安
期
生
之
屬
、
而
事
化
丹
沙
諸
藥
齊
爲
黃
金
矣
。
居
久
之
、
李
少
君
病
死
。
天
子
以
爲
化
去
不
死
也
、
…
…
」（『
史
記
』
封
禅
書
）

26　
「
亳
人
謬
忌
奏
祠
太
一
方
、
曰
「
天
神
貴
者
太
一
、
太
一
佐
曰
五
帝
。
古
者
天
子
以
春
秋
祭
太
一
東
南
郊
、
用
太
牢
、
七
日
、
爲
壇
開
八
通
之
鬼
道
。」
於
是
天
子
令
太
祝
立
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『
山
海
経
』
か
ら
『
白
沢
図
』
へ

一
九

其
祠
長
安
東
南
郊
、
常
奉
祠
如
忌
方
。
…
…
於
是
乃
拜
少
翁
爲
文
成
將
軍
、
賞
賜
甚
多
、
以
客
禮
禮
之
。
文
成
言
曰
「
上
即
欲
與
神
通
、
宮
室
被
服
非
象
神
、
神
物
不
至
。」
乃

作
畫
雲
氣
車
、
及
各
以
勝
日
駕
車
辟
惡
鬼
。
又
作
甘
泉
宮
、
中
爲
臺
室
、
畫
天
・
地
・
太
一
諸
鬼
神
、
而
置
祭
具
以
致
天
神
。
居
歲
餘
、
其
方
益
衰
、
神
不
至
。
乃
爲
帛
書
以

飯
牛
、
詳
不
知
、
言
曰
此
牛
腹
中
有
奇
。
殺
視
得
書
、
書
言
甚
怪
。
天
子
識
其
手
書
、
問
其
人
、
果
是
僞
書
、
於
是
誅
文
成
將
軍
、
隱
之
。」（『
史
記
』
封
禅
書
）

27　
「
漢
興
、
新
垣
平
・
齊
人
少
翁
・
公
孫
卿
・
欒
大
等
、
皆
以
僊
人
黄
冶
祭
祠
事
鬼
使
物
入
海
求
神
采
藥
貴
幸
、
賞
賜
累
千
金
。
大
尤
尊
盛
、
至
妻
公
主
、
爵
位
重
絫
、
震
動
海

内
。
…
…
其
後
、
平
等
皆
以
術
窮
詐
得
、
誅
夷
伏
辜
。」

28　
「
其
夏
六
月
中
、
汾
陰
巫
錦
爲
民
祠
魏
脽
后
土
營
旁
、
見
地
如
鉤
狀
、
掊
視
得
鼎
。
…
…
天
子
使
使
驗
問
巫
得
鼎
無
姦
詐
、
乃
以
禮
祠
、
迎
鼎
至
甘
泉
、
從
行
、
上
薦
之
。

…
…
至
長
安
、
公
卿
大
夫
皆
議
請
尊
寶
鼎
。
天
子
曰
「
閒
者
河
溢
、
歳
數
不
登
、
故
巡
祭
后
土
、
祈
爲
百
姓
育
穀
。
今
歳
豐
廡
未
報
、
鼎
曷
爲
出
哉
」。
有
司
皆
曰
「
聞
昔
泰
帝

興
神
鼎
一
、一
者
壹
統
、
天
地
萬
物
所
繫
終
也
。
黄
帝
作
寶
鼎
三
、
象
天
地
人
。
禹
收
九
牧
之
金
、
鑄
九
鼎
。
皆
嘗
亨
鬺
上
帝
鬼
神
。
遭
聖
則
興
、
鼎
遷
于
夏
商
。
周
德
衰
、
宋

之
社
亡
、
鼎
乃
淪
沒
、
伏
而
不
見
。
…
…
」（『
史
記
』
封
禅
書
）

29　
「
齊
人
公
孫
卿
曰
「
今
年
得
寶
鼎
、
其
冬
辛
巳
朔
旦
冬
至
、
與
黄
帝
時
等
。」
卿
有
札
書
曰
「
黄
帝
得
寶
鼎
宛
朐
、
問
於
鬼
臾
區
。
鬼
臾
區
對
曰
『
黄
帝
得
寶
鼎
神
策
、
是
歲

己
酉
朔
旦
冬
至
、
得
天
之
紀
、
終
而
復
始
。』
於
是
黄
帝
迎
日
推
策
、
後
率
二
十
歲
復
朔
旦
冬
至
、
凡
二
十
推
、
三
百
八
十
年
、
黃
帝
僊
登
于
天
。」
…
…
上
大
説
、
乃
召
問
卿
。

對
曰
「
受
此
書
申
公
、
申
公
已
死
。」
上
曰
「
申
公
何
人
也
。」
卿
曰
「
申
公
、
齊
人
。
與
安
期
生
通
、
受
黄
帝
言
、
無
書
、
獨
有
此
鼎
書
。
曰
『
漢
興
復
當
黄
帝
之
時
』。
曰
『
漢

之
聖
者
在
高
祖
之
孫
且
曾
孫
也
。
寶
鼎
出
而
與
神
通
、
封
禪
。
封
禪
七
十
二
王
、
唯
黄
帝
得
上
泰
山
封
』。
…
…
乃
拜
卿
爲
郎
、
東
使
候
神
於
太
室
。」

30　

乃
遂
北
巡
朔
方
、
勒
兵
十
餘
萬
、
還
祭
黄
帝
冢
橋
山
、
釋
兵
須
如
。
上
曰
「
吾
聞
黄
帝
不
死
、
今
有
冢
、
何
也
。」
或
對
曰
「
黄
帝
已
僊
上
天
、
群
臣
葬
其
衣
冠
。」（『
史
記
』

封
禅
書
）

31　

元
帝
好
儒
、貢
禹
・
韋
玄
成
・
匡
衡
等
相
繼
爲
公
卿
。
禹
建
言
漢
家
宗
廟
祭
祀
多
不
應
古
禮
、上
是
其
言
。
後
韋
玄
成
爲
丞
相
、議
罷
郡
國
廟
、自
太
上
皇
・
孝
惠
帝
諸
園
寢
廟
皆
罷
。

後
元
帝
寢
疾
、
夢
神
靈
譴
罷
諸
廟
祠
、
上
遂
復
焉
。
後
或
罷
或
復
、
至
哀
、
平
不
定
。

32　

前
田
繁
樹
『
初
期
道
教
経
典
の
形
成
』
第
一
章
第
四
節
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
七
〜
三
〇
九
頁
。

33　
『
山
海
経
』
海
外
東
経
と
海
内
東
経
の
末
尾
に
「
建
平
元
年
四
月
丙
戌
、
待
詔
太
常
屬
臣
望
校
治
、
侍
中
光
禄
勳
臣
龔
、
侍
中
奉
車
都
尉
光
禄
大
夫
臣
秀
（
劉
歆
が
改
名
し
た

名
）
領
主
省
。」
と
云
う
。

34　

小
南
一
郎
氏
は
山
東
省
肥
城
県
欒
鎮
村
画
像
石
と
江
蘇
省
徐
州
銅
山
県
小
李
村
苗
山
漢
墓
画
像
石
の
二
例
を
挙
げ
る
が
（
小
南
一
郎
、
前
掲
論
文
、
一
九
〜
二
一
頁
）、
友
田

真
理
氏
は
禹
と
認
め
ら
れ
る
姿
を
描
く
画
像
石
を
さ
ら
に
十
九
例
挙
げ
て
い
る
（
友
田
真
理
「
漢
代
画
像
石
に
見
ら
れ
る
禹
の
図
像
に
つ
い
て
」、『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
五
三
号
第
三
分
冊
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）。

35　

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
海
内
十
洲
記
』
の
文
体
に
つ
い
て
」（『
桃
の
会
論
集
』
五
集
、
二
〇
一
一
年
所
収
）
で
詳
論
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

36　

原
文

：

昔
禹
治
洪
水
既
畢
、
乃
乘
蹻
車
、
度
弱
水
、
而
到
此
山
、
祠
上
帝
於
北
阿
、
歸
大
功
於
九
天
。
又
禹
經
諸
五
嶽
、
使
工
刻
石
、
識
其
里
數
高
下
。
其
字
科
斗
書
、
非

漢
人
所
書
。
今
丈
尺
里
數
、
皆
禹
時
書
也
。
不
但
刻
剫
五
嶽
、
諸
名
山
亦
然
。
刻
山
之
獨
高
處
爾
。
今
書
是
臣
朔
所
具
見
、
其
王
母
所
道
諸
靈
藪
、
禹
所
不
履
、
唯
書
中
夏
之

名
山
爾
。
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

二
〇

　

臣
先
師
谷
希
子
者
、
太
上
眞
官
也
。
昔
授
臣
崑
崙
・
鍾
山
・
蓬
萊
山
及
神
州
眞
形
圖
。
昔
來
入
漢
、
留
以
寄
知
故
人
。
此
書
又
尤
重
於
嶽
形
圖
矣
。
昔
也
傳
授
年
限
正
同
爾
。

陛
下
好
道
思
微
、
甄
心
内
向
、
天
尊
下
降
、
竝
傳
授
寶
祕
。

37　

禹
に
も
東
方
朔
と
同
様
に
神
書
を
授
か
っ
て
治
水
に
役
立
て
る
伝
説
が
釈
玄
嶷
『
甄
正
論
』
引
『
越
絶
書
』
に
見
え
て
お
り
、東
方
朔
と
禹
派
方
士
と
の
関
連
性
を
示
唆
す
る
。

こ
う
し
た
地
理
神
と
し
て
の
東
方
朔
伝
説
の
形
成
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

38　

松
本
浩
一
「
符
籙
呪
術
論
―
道
教
の
呪
術
―
」、『
講
座　

道
教
』
第
二
巻
「
道
教
の
教
団
と
儀
礼
」、
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
、
二
六
一
〜
二
六
二
頁
。
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